
障害者控除対象者認定 

 

障害者手帳等をお持ちでない方でも要介護認定者（40 歳以上 65 歳未満の方は下表の認
定基準（4）のみ該当）を対象に、障害者等に準ずる方であると目黒区長が認める場合、「障
害者控除対象者認定書」を発行します。この「障害者控除対象者認定書」は、要介護認定資
料を元に、所得税等申告用に発行するもので、障害者控除の適用を受ける年の 12 月 31 日
現在（死亡の場合は死亡日）の状況により発行するものです。 

 認定基準表は以下をご参照ください。 

＜認定基準表＞ 

 

 

                   問い合わせ先 

目黒区介護保険課認定審査係 

０３－５７２２－９８４２（直通） 

区分 認定基準 

特
別
障
害
者
に
準
ず
る
者 

（1）要介護 4又は 5に認定されている者。 

（2）要介護 3に認定されており、かつ、要介護認定資料の主治医意見書又は認定
調査票に記載されている障害高齢者日常生活自立度が B1以上の者。 

（3）要介護 3に認定されており、かつ、要介護認定資料の主治医意見書又は認定
調査票の記載されている認知症高齢者日常生活自立度がⅢa以上の者。 

（4）要介護 3、4又は 5に認定されており、かつ、要介護認定資料の主治医意見
書又は認定調査票に記載されている障害高齢者日常生活自立度が B1以上の者。 

障
害
者
に
準
ず
る
者 

（1）要介護 2又は 3に認定されており、かつ、要介護認定資料の主治医意見書又
は認定調査票に記載されている障害高齢者日常生活自立度が A1 以上の者。ただ
し、特別障害者に準ずる者を除く。 

（2）要介護 2又は 3に認定されており、かつ、要介護認定資料の主治医意見書又
は認定調査票に記載されている認知症高齢者日常生活自立度がⅡa 以上の者。た
だし、特別障害者に準ずる者を除く。 


